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霧島市家畜審査場の設置及び管理に関する条例の一部改正について 

 

霧島市家畜審査場の設置及び管理に関する条例の一部を次のように改正する。 
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霧島市家畜審査場の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 

 

霧島市家畜審査場の設置及び管理に関する条例（平成17年霧島市条例第239号）の一部

を次のように改正する。 

 第６条第１項中「1,030円」を「1,230円」に改める。 

 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成29年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の霧島市家畜審査場の設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の

日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、な

お従前の例による。 

 

 

 

 

 

 

（提案理由） 

霧島市家畜審査場の使用料について、受益者負担の適正化及び類似施設の料金との調整

を図るため、額の見直しを行ったことに伴い、本条例の所要の改正をしようとするもので

ある。 


